
⑦ 給付適正化について 

 

〇給付適正化事業 

給付適正化とは、介護給付を必要とする受給者を適切に認定し、受給者が真に

必要とする過不足のないサービスを、事業者が適切に提供するよう促すことで

あり、適切なサービスの確保とその結果としての費用の効率化を通じて介護保

険制度への信頼を高め、持続可能な介護保険制度の構築に資するものです。 

大田原市では給付適正化事業を進めるにあたり、第９期大田原市介護保険事

業計画において第６期大田原市介護給付適正化計画を定めています。 

 

〇第６期大田原市介護給付適正化計画 

第６期計画の策定に当たり、国から「介護給付適正化計画に関する指針」が示

され、効果的・効率的に事業を実施するため、下記のとおり「給付適正化主要３

事業」が編成されました。大田原市でも、この主要３事業について、給付適正化

計画内に具体的な目標値を設定し、事業に取り組んでいきます。 

 

 

〇給付適正化主要３事業の趣旨と実施方法 

 国で示した給付適正化主要３事業の趣旨と実施方法は下記の通りです。 

 

給付適正化主要３事業 

(１)要介護認定の適正化 (２)ケアプラン等の点検 (３)医療情報との突合 
・縦覧点検 

主要３事業 事業の趣旨 実施方法 

(１)要介護認定の適正化 

要介護認定の変更申請又

は更新申請に係る認定調

査の内容について、市職員

等が訪問又は書面等の審

査を通じて点検すること

により、適切かつ公平な要

介護認定の確保を図る。 

指定居宅介護支援事業所

等に委託している区分変

更申請及び更新申請にか

かる認定調査の結果につ

いて、保険者による点検等

を実施する。 
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ⅰ．ケアプランの点

検 

介護支援専門員が作成し

た居宅サービス計画、介護

予防サービス計画の記載

内容について、事業者への

資料請求又は訪問調査を

行い、市職員等の第三者が

点検及び支援を行うこと

により、個々の受給者が真

に必要とする過不足のな

いサービス提供を確保す

るとともに、その状態に適

合していないサービス提

供等の改善を図る。 

基本となる事項を介護支

援専門員とともに確認検

証しながら、介護支援専門

員の「気づき」を促すとと

もに、「自立支援に資する

ケアマネジメント」の実践

に向けた取組の支援を目

指す。 

ⅱ．住宅改修の点検 保険者が改修工事を行お

うとする受給者宅の実態

確認や工事見積書の点検、

竣工時の訪問調査等を行

って施行状況を点検する

ことにより、受給者の状態

にそぐわない不適切又は

不要な住宅改修の排除を

図る。 

保険者への居宅介護住宅

改修費の申請を受け、改修

工事を施工する前に受給

者宅の実態確認又は工事

見積書の点検を行うとと

もに、施工後の訪問又は竣

工写真等により、住宅改修

の施工状況等を点検する。 

ⅲ．福祉用具購入・

貸与調査 

保険者が福祉用具利用者

等に対し訪問調査等を行

って、福祉用具の必要性や

利用状況等について点検

することにより、不適切又

は不要な福祉用具購入・貸

与の排除を図るとともに、

受給者の身体の状態に応

じて必要な福祉用具の利

用を進める。 

保険者が福祉用具利用者

等に対する訪問調査等を

行い、福祉用具の必要性や

利用状況等を確認する。 
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〇ケアプラン等の点検 

 ケアプラン点検及び福祉用具貸与調査を実施するにあたり、大田原市では、介

護給付適正化支援システム（トリトンモニター）を導入し、３か月に１度、シス

テムから抽出したヒアリングシートを送付しています。トリトンモニターでは、

認定調査の情報と国保連から送られてくる給付情報を突合し、認定内容と提供

サービス内容について何か確認の必要があると判断された場合に、ヒアリング

シートが抽出される仕組みになっています。このヒアリングシートは、提供サー

ビスの内容やその必要性を確認していただくことを目的として送付しています

ので、お手数をおかけいたしますが、回答のご協力をお願いします。 

 

（
３
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医
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突
合
・
縦
覧
点
検 

ⅰ．医療情報との突

合 

医療担当部署との更なる

連携体制の構築を図りつ

つ、受給者の後期高齢者医

療や国民健康保険の入院

情報と介護保険の給付情

報を突合し、給付日数や提

供されたサービスの整合

性の点検を行い、医療と介

護の重複請求の排除等を

図る。 

国民健康保険団体連合会

への委託等により実施件

数の拡大を図る。 

ⅱ．縦覧点検 受給者ごとに複数月にま

たがる介護報酬の支払状

況（請求明 

細書内容）等を確認し、提

供されたサービスの整合

性、算定回数・算定日数等

の点検を行い、請求内容の

誤り等を早期に発見して

適切な処置を行うことに

より、サービス事業者等に

おける適正な請求の促進

を図る。 
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ヒアリング事項 点検及び確認の依頼内容 回　答　例

1

　給付管理票の区分支給限度額管理対象の
居宅サービスの提供はなく、居宅介護支援
が給付されていますが、その理由について
記載してください。

　給付管理票の限度額管理対象の居宅サービス提供
が無い月に、居宅介護サービス計画費のみが給付さ
れています。サービスの実施状況について確認結果
を記載してください。

※ 市の給付管理情報（国保連から提供）において、
居宅介護支援のみが請求されている場合に抽出され
るメッセージです。各サービスの請求が月後れと
なっており、市にその情報が反映されていない場合
等の理由が考えられます。

　ケアプランを確認していただき、当該請求月にどのようなサービ
スの提供があったかを記載してください。また、居宅介護サービス
計画費単独請求に係る理由（サービスに係る給付費の月後れ請求
等）を確認し記載してください。

例①）福祉用具貸与の利用があり、サービス事業所に確認したとこ
ろ、月後れで請求しているとのことでした。
例②）デイサービスと訪問介護の利用実績がありましたが、サービ
スの請求が漏れていたようです。〇月に請求をしています。

2

　寝返りや歩行等ができない重度の寝たき
り状態の方に、福祉用具貸与の歩行器（歩
行用補助つえ・徘徊感知機器）が貸与され
ていますが、その必要性について記載して
ください。

　認定調査時の状態から、重度の寝たきり状態と思
われる方に、必要性に疑義のある福祉用具が貸与さ
れています。福祉用具貸与の必要性について理由を
記載してください。

　認定調査時の状態と現在の状態に変化が見られる等が考えられま
すので、その確認をお願いします。

例）認定調査時は退院直後だったためほぼ寝たきり状態でしたが、
現在は歩行器を使用しての歩行が可能となるまで回復しました。歩
行器なしでは移動不可能なため、歩行器の貸与が必要です。

3

　要介護1以下で、寝返りや起き上がりがで
きる身体軽度状態の方に、福祉用具貸与の
特殊寝台が貸与されていますが、その必要
性について記載ください。

※各福祉用具で類似の質問が抽出されま
す。

　軽度者への福祉用具貸与は原則、給付対象外であ
ることを踏まえ、軽度者への福祉用具貸与について
は、市へ既に確認依頼申請をしていても「必要性の
再確認」を目的としてメッセージが抽出されます。
また、市に確認依頼申請の提出を必要とする場合に
は必ず提出を行う必要があります。本確認を受けた
際は、貸与必要性の確認を再度お願いします。

例）腰痛軽減のため、特殊寝台の貸与が必要です。主治医より例外
給付医学的所見をいただき、軽度者福祉用具貸与例外給付申請を〇
月〇日にしています。

4

・短期入所生活介護を月に20日以上利用し
ていますが、短期入所の長期利用に対する
対策は検討されていますか。

・短期入所を認定有効期間の50％以上利用
していますが、短期入所の長期利用に対す
る対策は検討されていますか。

　市へ既に短期入所サービス連続利用等申出書を提
出されていても、「必要性の再確認」を目的として
メッセージが抽出されます。本確認を受けた際は、
長期利用に対する必要性の再確認及び対策の報告を
お願いします。

※対象者の利用に係る条件の例。（厚生労働省）
・利用者の心身の状況や病状が悪い場合
・家族（介護者）の疾病、冠婚葬祭、出張
・家族（介護者）の身体的・精神的負担の軽減　等

例①）主介護者は市外在住、本人は独居で生活しています。病気の
進行によりADL全般に渡り介護が必要であり、自宅に戻るのは困難
な状況です。長期利用の対策としては、現在、特養入所待機中であ
り、入所までの間は短期入所利用を必要とするため、長期利用の申
出書を〇月〇日に提出済みです。

例②）主介護者の体調不良により、ショートステイの利用を追加し
た。〇月〇日に短期入所サービス連続利用等申出書を提出したが、
その後、主介護者は回復傾向にある。今後、本人は自宅に戻ること
ができ長期利用継続はないと思われるため、対策の検討は行ってお
りません。

　ヒアリングシートで抽出されることの多い確認事項と内容についてまとめました。
　市はヒアリングシートについて、被保険者の認定調査時の状態と提供されたサービスの内容を突合し確認事項を抽出、サービス実績内容において介護給付の適正
性の点検及び再確認を目的として回答を依頼させていただいております。
　お手数をおかけいたしますが、給付適正化推進のため、下記回答例を参考に具体的な点検及び確認の結果をご回答くださいますようお願いいたします。

【ヒアリングシート　主要な確認事項について】
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ヒアリング事項 点検及び確認の依頼内容 回　答　例

5

　要介護1以下で、歩行や移動ができる身体
軽度状態の方に、福祉用具貸与の車いすが
貸与されていますが、その必要性について
記載してください。

　軽度者に対する車いすの貸与については、サービ
ス担当者会議等で必要と判断された場合、市への確
認依頼申請なしに貸与を可能としています。しかし
ながら、軽度者への福祉用具貸与は原則、給付対象
外であることを踏まえ、サービス担当者会議の要点
及び居宅サービス計画書を改めて確認いただき、車
いす貸与の必要性について理由を記載してくださ
い。

例）下肢の痛みとしびれにより転倒のリスクが高いうえに独居のた
め、買い物等の移動手段として車いす（電動カート）が必要である
と、〇月〇日のサービス担当者会議において判断しました。

6

　えん下や食事摂取、口腔清潔ができる状
態の方に、通所介護の口腔機能向上加算を
利用されていますが、その必要性について
記載してください。

　認定調査時の状態から、ご自身でえん下や食事摂
取、口腔清潔が可能と思われる方に口腔機能向上に
係るケアを行い加算を請求されています。そのケア
の必要性について理由を記載してください。

　口腔機能向上に係る加算対象ケアの必要性について具体的に記載
します。

例①）本人が口腔清掃をしているが歯科衛生士当が不十分であると
判断し、また、家族によるケアも難しく、口腔ケアが必要と判断し
ました。
例②）本人が食事摂取はできるが、むせる症状が頻繁にみられるよ
うになり、嚥下リハビリが必要です。

7

　意思決定等ができ、特別な問題行動もな
い認知症経度状態の方が、認知症対応型通
所介護（グループホームの短期利用型・グ
ループホームの短期利用型以外）を利用さ
れていますが、その必要性について記載し
てください。

　認定調査時の状態から、認知症と判断される項目
に問題がない方が、認知症系のサービスを利用され
ている場合に抽出されるメッセージです。認知症と
医師の診断を受けている等、サービスの必要性につ
いて理由を記載してください。

　認定調査時の状態と現在の状態に変化が見られる等が考えられま
すので、その確認をお願いします。

例）〇年〇月に〇〇病院で認知症の診断を受けました。目を離すこ
とができない状態のため、〇月より利用を開始しています。

8

　区分支給限度額利用率が100％を超えてい
ますが、その必要性について記載してくだ
さい。

　給付限度額利用率が100％を超えています。超過す
るほどのサービスがなぜ必要であったのか、その必
要性について理由を記載してください。

　本人の体調変化や家族の状況等、様々な理由があると思いますの
で、その記載をお願いします。

例①）〇月は、主介護者である息子さんが体調を崩し入院してし
まったため、短期入所生活介護の利用日数が通常よりも増加し利用
率が超えてしまいました。
例②）〇月に体調を崩され入院したことをきっかけにADLが悪化し
てしまいました。在宅介護では難しく、急遽ショートステイを長期
利用しました。現在、区変の申請をし、介護度によっては特養申し
込みを希望しています。

9

　歩行や洗身、理解や意思決定ができ、特
別な問題行動もない認知症軽度状態の方
が、区分支給限度額80％以上を利用されて
いますが、その必要性について記載してく
ださい。

　認定調査時の状態から、起き上がりや座位保持等
の項目に特に問題行動がない方に対して、給付限度
額が80％以上の利用は過剰なサービス利用の可能性
があるため、必要性について理由を記載してくださ
い。

　本人の体調変化や家族の状況等、様々な理由があると思いますの
で、その記載をお願いします。

例）認定時点よりも認知機能と身体機能の低下が進行、車いすでの
生活が主となったため、在宅での生活が困難となりました。そのた
め、〇月にサービス付き高齢者向け住宅に入所しました。〇月に更
新申請をしております。

10

　買物や簡単な調理をできる状態の方が、
訪問介護の身体介護を利用されています
が、その必要性について記載してくださ
い。

　認定調査時の状態から、訪問介護の身体介護の利
用は過剰なサービス利用の可能性があるため、必要
性について理由を記載してください。

　認定調査時の状態と現在の状態に変化が見られる等が考えられま
すので、その確認をお願いします。

例）〇年〇月頃から急な認知機能の低下が見られ、訪問看護で体調
確認、内服管理等を受けていました。その後、〇月に入院し、入院
中にさらなる認知機能、身体機能が低下となり、区分変更にて要介
護４となりました。現在、特養入所申し込み中です。- 194 -


